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（目的）  

第 1 条 本規程は，当学会定款（以下「定款」という）第 2 章に規定する会員の手続を定める． 

 

（正会員の入会申請） 

第 2 条 定款第 6 条第 1 項第一号の規定により正会員としてこの法人に入会しようとする者は，様式第 1 号

による申請書を会長に提出しなければならない． 

 

第 2 条の 2 削除 

 

（学生会員の入会申請） 

第 3 条 定款第 6 条第 1 項第二号の規定により学生会員としてこの法人に入会しようとする者は，様式第 1 

号による申請書を会長に提出しなければならない． 

2 前項の申請書には，定款第 6 条第 1 項第二号各号のいずれかに該当することを証する書面の写しを添えな

ければならない． 

 

（賛助会員の入会申請） 

第 4 条 定款第 6 条第 1 項第三号の規定により賛助会員としてこの法人に入会しようとする者は，様式第 2 

号による申請書を会長に提出しなければならない． 

（正会員の学生会員への届出） 

第 5 条 正会員である者であって，定款第 6 条第 2 項の規定により翌年度に学生会員となろうとする者は，

様式第 3 号による届出書を会長に提出しなければならない． 

2 前項の申請書には，定款第 6 条第 1 項第二号各号のいずれかに該当することを証する書面の写しを添えな

ければならない． 

 

（学生会員の継続の届出，学生会員から正会員への申請） 



第 6 条  学生会員である者であって，定款第 6条第 3項の規定により翌年度にも学生会員になろうとする者
は，様式第 3号による届出書を会長に提出しなければならない． 

2 前項の申請書には，定款第 6条第 1項第二号各号のいずれかに該当することを証する書面の写しを添えなけ
ればならない． 

3 学生会員である者であって，定款第 6条第 4項の規定により翌年度に正会員になろうとする者は，様式第 3
号による申請書を会長に提出しなければならない． 

 

（永年会員への会員種別の変更の申請） 

第 7 条 定款第 6条第 1項第五号の規定により学生会員又は正会員である者であって，翌年度に永年会員への
会員種別の変更をしようとする者は，様式第 4号による申請書を会長に提出しなければならない． 

2 前項の申請書には，定款第 6条第 1項第五号各号のいずれにも該当することを証する書面の写しを添えなけ
ればならない． 

 

（会員の登録事項の変更届） 

第 8 条 定款第 8条の 2第 1項の規定により変更を届け出る会員（賛助会員を除く．）は，様式第 3号による届
出書を会長に提出しなければならない． 

2 定款第 8条の 2第 1項の規定により変更を届け出る賛助会員は，様式第 5号による届出書を会長に提出しな
ければならない． 

 

（会員の退会届） 

第 9 条 定款第 11条第 1項の規定により退会しようとする会員（賛助会員を除く．）は，様式第 6号による退
会書を会長に提出しなければならない． 

2 定款第 11条第 1項の規定により退会しようとする賛助会員は，様式第 7号による退会書を会長に提出しな
ければならない． 



 

 

附則 

1. この規程の改廃は，一般社団・財団法人法第 44 条に定める場合を除き，総務担当理事の上申に基づき，

理事会の承認を得て行うものとする．（附則(2014 年 5 月 31 日)により削除） 

2. 学生会員から正会員へ，及び，正会員から学生会員への会員種別変更に当たっては，会員は所属変更等の

所要の届けを当学会に行わなければならない．（附則(2014 年 5 月 31 日)により削除） 

3. ただし，年度当初に学生会員資格があることが示されていれば，年度途中で学生会員資格を失っても，当

該年度は学生会員として扱われる．（附則(2014 年 5 月 31 日)により削除） 

4. 第 5 条の規程の当学会に対する未納の会費等には，当学会が事業継承した任意団体の地理情報システム学

会に対する未納の会費等を含むこととする．（附則(2014 年 5 月 31 日)により削除） 

5. この規程は，2010 年 5 月 16 日から施行する． 

 

附則 

1. この規程の改廃は，一般社団・財団法人法第 44 条に定める場合を除き，総務担当理事の上申に基づき，

社員総会の議決を得て行うものとする．（附則(2024 年 5 月 18 日)により削除） 

2. 2010 年 5 月 16 日に施行した附則第 1 項から第４項までの規定は，廃止する． 

3. この変更規程は，2014 年 5 月 31 日から施行する． 

 

附則（2023 年 5 月 27 日） 

この規程は，2023 年 5 月 27 日から施行する．   

 

附則（2024 年 5 月 18 日） 

1  この規則は，2024 年 5 月 18 日から施行する． 

2  2014 年 5 月 31 日に施行した附則第 1 項の規定は，廃止する． 

 

 

様式第 1 号（第 2 条及び第 3 条関係） 



 

 

様式第 2 号（第 4 条関係） 



 

  



様式第 3 号（第 5 条，第 6 条及び第 8 条第 1 項関係） 

 

 

  



様式第 4 号（第 7 条関係） 

 

 

  



様式第 5 号（第 8 条第 2 項関係） 

 

 

  



様式第 6 号（第 9 条第 1 項関係） 

 

 

  



様式第 7 号（第 9 条第 2 項関係） 
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